
 

～資産税～ 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設について 

令和5年度税制改正により、相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例が創設されました。 
 
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日から

その特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、令和６年１月１日以後に災害（※１）
によって一定の被害（※２）を受けた場合（その方がその土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続
き所有していた場合に限ります。）には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の
価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。 
※１  災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び
火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害
をいいます。  

２  一定の被害とは、その土地の贈与時の価額又はその建物の想定価額（注１）のうちに、その土地又
は建物の被災価額 （注２）の占める割合が10％以上となる被害をいいます。 

（注１） 想定価額とは、その建物の災害発生日における一定の算式により求めた価額をいいます。  
（注２） 被災価額とは、被害額から保険金などにより補塡される金額を差し引いた金額をいい、その土地の贈

与時の価額又はその建物の想定価額を限度とします。 

 

＜特例の計算イメージ＞ 
～相続時精算課税を選択した場合の計算は下記のとおりとなります～ 
 
＜計算例＞特定贈与者から贈与により取得した建物が被災した場合 
 
【贈与時】 

贈与時の価額 A ・・・ ２，０００万円                
【災害時】 

想定価額   B ・・・ 1，600 万円 
被災価額   C ・・・ ３００万円 

一定の被害に該当するか判定 
10％ ≦ 被災価額 C ３００万円 

      想定価額 B 1，600 万円 
   
 
      「一定の被害」に該当 
   

【相続時】相続税の課税価額に加算される価額   
A － C ＝ 1，700 万円  

 

～参考～ 特例に関する Q＆A 

 

 

 答１ 相続時精算課税適用者が、この特例の適用を受けるためには、原則として、その災害発生日から３年を経過す
る日までに、災害による被害額や保険金などにより補塡される金額などの事項を記載した申請書に「り災証明書」な
ど一定の書類を添付して、その相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要
があります。 

 なお相続時精算課税適用者が上記の承認を受けた後に、保険金の支払を受けたことなどにより被災価額に異動が生
ずる場合には、遅滞なく、異動が生ずる事由等を記載した届出書等を所轄税務署長に提出しなければなりません。 

 

 

 

答２ 相続時精算課税適用者が、被害を受けた土地又は建物について、災害減免法（※）により贈与税の軽減等の適用
を受けようとする場合又は受けた場合 は、この特例は適用できません。災害減免法については、国税庁ホームペー ジ
に情報を掲載しております。 
 ※ 災害減免法とは、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」をいいます。 

問１ この特例の適用を受けるためには、どのような手続が必要ですか。 

問２ この特例と、災害に関する他の措置との関係について教えてください。 


